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1.序 論

近代 フ ラ ンス政治 史 は,フ ランス 革命 に よってそ の幕 を開 けた。 とい うの も,そ

の革 命 は新 たな原理 に基づ いて,フ ラ ンスの 国家構造 を組 み換 え,国 民統合 の新 し

い形 態 を生 みだ そ う とす る大 きな試 み だ ったか らであ る(1)。 換 言 す れ ば,国 民 主

権や 人権 の原理 に立脚 した,新 しい国民共 同体 を創 出 しよう とす る実験 に他 な らな

か った。

もっ と もそ の試 み は,容 易 に は成 功 す る はず はな く,フ ラ ンス はそ の革 命以 降,

新 しい 国民 共 同体 の形 態 を模 索 して,試 行錯 誤 を繰 り返 した。 す なわち,政 治体 制

の面 でい え ば,王 政,共 和 政,帝 政 とい う形態 の どれ を定着 させ るか をめ ぐって激

し く揺 れ動 い たので あ る。 そ の政 治体 制 のいず れ も,フ ラ ンス大 革命期 か らナ ポ レ

オ ン時代 にお いて,ひ と通 り経験 した が,そ れ以 降 におい て も,19世 紀 を通 じて,

第1帝 政,復 古 王政,7月 王政,第2共 和 政,第2帝 政 とい う ように,め ま ぐる し

い変化 を繰 り返 した ので あ る。

なぜ この よ うに政治体 制 が激 し く揺 れ動 いた のか とい えば,そ れ は結 局 の ところ,

国民統合 の基 軸 を どこに置 くか,と い うこ とをめ ぐって相剋 が続 い た ところ にあ る
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とい え よ う。 す なわ ち,国 王 な り,皇 帝 な り,専 制 的 な執行 部 門 に軸足 を置 い て国

民統 合 をはか ってい くのか,そ れ と も,議 会共和 政 とい うよ うに,立 法 部 門 を中心

と して 国民 の合 意 の形成 をはか りなが ら統 合 を試 みてい くのか,と い う問題で あ る。

フラ ンス革命 以後 の フ ラ ンス 政治体 制 の流 れ は,国 工,皇 帝か,も し くは,議 会 か

とい うように,国 民 統合 の 中心 部 を どこ に定 め るか をめ ぐっての争 いの歴 史で あ っ

た とい えよ う。

もちろ ん,こ う した政 治体 制の形 態 をめ ぐる主導権 争 いの背後 には,そ れ を推 進

す る勢力 と,そ の背後 にあ る主体 の問題,す な わち,社 会 階層 の存 在が あ る。各層,

各 勢力 と も,自 分 の利益 を守 るため には どの ような政治体 制が 有利 なのか争 ったの

で ある。大 き く図式化 して い えば,君 主 政 を支 えたの は封 建 的 な土 地貴族,地 主階

層 で あ った し,帝 政 の背 後 に は,農 民 や富裕 な市民 階層 が,そ して,共 和 政 を支持

す る層 には,新 興 の都市 の市 民階層 や労働 者 階層 がい た。 もち ろん,こ う した政治

体 制 とそ れ を支 えた社会 階層 の問題 は,厳 密 な分析 を必 要 と し,単 純 に図式化 して

論ず る こ とは慎 まなけれ ば な らない。 ここでは,以 上 の よ うに,大 きく分類 して指

摘 す るの に と どめて お く。

じつ は,第3共 和 政 は,フ ラ ンスが フラ ンス革 命以後,い か な る政治体 制 を とる

か,国 民統 合 の形態 を どの よ うな もの にす るか,に つ いて の論争 に決着 をつ けた時

期 であ った。す なわち,い うまで もな く,フ ラ ンス は共和 政 を もってその政 治体制

とす る と決 め たので あ る。 王政,帝 政,共 和 政 と 目ま ぐる し く変化 した フラ ンス の

政 治体 制 は,第3共 和 政 を もって共和 政 を確 立 し,以 後,変 化 す るこ とはな くなっ

た 。 フ ラ ンス は共和 政 体 の 国家 となっ たの で あ る。 そ の意 味 で,「 第3共 和 政 は,

た んな るひ とつ の体制 で は なか った。 そ れは,フ ラ ンス史 にお け るひ とつ の極 だっ

た期 間 を形 成 した(2)」 とい えるので あ る。

だが,第3共 和 政 は,何 の問題 もな く速や か にその成 立 をみ た わけで はなか っ た。

第2帝 政崩壊 後,い か な る政治体 制 を とるの か,各 政 治党 派 間で,諸 集 団の 間で,

そ して社 会階層 間で激 しい攻 防戦 が展 開 され たので あ る。 そ の争 点 は,前 述 した通

り,執 行 部 の行 政権 に優 位 を置 い た国民統 合の 形態 を とるのか,そ れ と も立 法部 で

あ る議会 を重視 した共和政体 にす るのか,と い う所 にあ った。

ここで は,以 上 の こ とを念頭 に置 きなが ら,第3共 和 政 が発足 し,そ れが 定着 す

る までの 政治 過 程 につ いて 考察 す る こ とにす る。 期 間 でい えば,1870年9月 か ら

1877年12月 まで の約7年 問で あ る(3)。7年 か け て定着 した第3共 和政 は,し か し,

そ の後70年 間 も続 いた。 フラ ンス革命 後 の政治体 制 が,い ず れ も15年 ない し18年 以

上 は継 続 しなか った こ とを考 える と,第3共 和政 の この長 さは異例 であ る。 その 原

因 は どこ にあっ たので あ ろ うか。 デ ュ ヴェル ジェ(Mα 纏6θD卿 θ796ノ)の指摘 を紹

介 してお こう(4)。

第1に,1875年 憲法 が,1789年 以来 引 き裂か れた革命 の フラ ンス と,ア ンシャ ン

レジー ムの フラ ンス とい う2つ の フラ ンス の平和 的共存 を可 能 に した こと。1875年

憲法 は,穏 健左 派 と穏健 右 派の 問で成 立 した妥協 の産物 で あ り,こ の憲法 に よって

左 右両極 の極 端 派が無力 化 した こ と。
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第2に,簡 潔 で,必 ず しも明確 で あ る とはい えない1875年 憲 法 の柔軟性 が,か え 、

って体 制 を存 続 させ るの に効 果 的 に機 能 した こ と。

この2点 はそ れ な りの説得 力 を もつが,最 後 に1点 つ け加 えてお く必 要が あ る。

それ は,フ ラ ンス 革命 以後 の多角 的 な社会 の発展 は,多 様,多 元的 な勢力 を生 み 出

し,そ れ らを統合 し,統 治す るには,共 和 政 が一番 適す る よ うになっ ていた と小 う

ことであ る。 テ ィエー ル(LouisAdolpheThieYs)が い うよ うに,「 共和 政 が われ わ

れ を最 も分 裂 させ ない政体 で あ る」(LaRepubliqueestlegouverneynentquinous

diviselemoins)と い う時代 に入 って いた のであ る(5)。

2.国 防政府 と国民議会

第2帝 政 の 末期,ナ ポ レオ ン3世(NapoleonIII)は 野 党共 和 派 らの改 革 要求 に

押 されて,そ の政治体 制 を変更 してい った。す な わち,当 初 の いわ ゆ る専制 帝政 か

ら自由帝政 へ.そ して議会 帝政へ と譲 歩 して いっ たので ある。1870年5月8日,新

しい憲法案 が 国民 に示 され,人 民 投票 に付 され た。 その結果 は,案 を承 認す る者 が

「735万142票 反対 が153万8825票 であ った(6)」。 圧倒 的多 数 を もって憲 法案 は承 認

され たの であ る。

この数字 は,1851年 にル イ ・ナポ レオ ン ・ボナパ ル トが クー ・デ タに対 して受 け

た740万 票,1852年 に皇帝 にな った時 の780万 票 に近 く,ナ ポ レオ ン3世 は,「 私 は

信 任 を受 けた」(j'aimonchiffye)と い うて満足 した。 一方,帝 政 と対立 す る共和 派

の ガ ンベ ッ タ(Gambetta)ら は,「 帝 政 は,か つ て な い ほ ど強 力 に な っ た 」

(1'Empireestplusfortquejamais)と いって くや しが った(7)。

第2帝 政 は,当 初 はそ の専 制 的 な色彩 の強 い性格 や,ナ ポ レオ ン3世 の対外 政策

の失敗 な ど,さ まざま な要 因 に よって政治 的 には不 評 であ ったが,し か し,長 い 目

で見 る と,経 済 的発 展 や,政 治 の民主化 な ど も見 られ,不 安 定 なが らも一定 の成果

を示 して いた。 その証拠 に変動 め ま ぐる しい フラ ンス革 命以 後 のフ ラ ンス の政治体

制の歴 史の 中 にあ って,第2帝 政 は18年 近 くも存続 を保 ってい た。第2帝 政 の評価

は肯 定 的,い な,高 まつて い る(8)。1870年5月 の議会 帝 政へ の転換 に成功 し,皇

帝 と議 会 に よる国民統合 の シス テム を作 動 させ てい たな らば,あ るい は第2帝 政 は

もっ と長 く,そ の体 制 を存続 させ て いたか も しれ ない。

しか し,体 制 の破 綻 は思 い もよ らない とこ ろか らきた。 いわ ゆる対外 戦争 での敗

北 で あ る。普仏戦 争 で プロ シアに大敗 を き したので あ る。ナポ レオ ン3世 と して も,

ドイツ ・プ ロシアの動 向 に無関心 で いた わけで は ない。 ドイ ツを分断 させ てお くこ

と,そ の ため にプ ロ シアの強大化 を阻止す るこ とは,対 外 戦 略上 必要 な こ とは よ く

理解 して い た。 だが,プ ロシ アの宰 相 ビスマ ル ク 凡B♂s〃zα70勿 は,戦 略 的 にナ ポ

レオ ン3世 よ り,は るか に上で あ った。 プ ロシアの在 フラ ンス大 使 として,パ リに

も住 んだ経験 のあ る ビス マル クは,ナ ポ レオ ン3世 の手 の うち を知 り尽 くしていた。

彼 の軍事 的 な能力 を見 ぬ い てい た。 い わ ゆ るエ ムス電 報事 件(Ladepeched'Ems)

によって,ナ ポ レオ ン3世 は見事 に ビスマ ル クの罠 には まった。 か くて1870年7月
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19日 に始 まった普仏戦 争(GuerreFranco-allemande)は,着 々 と準備 をす す めて き

た プ ロシア軍 に よって,フ ラ ンス軍 は圧 倒 的 な敗北 を き し,9月2日,ナ ポ レオ ン

3世 はベ ルギ ー国境 の町 ス ダ ンで捕 虜 となって しまった。

ナポ レオ ン3世 が敵 の手 に落 ちた との報 らせがパ リに届 くや,パ リ民衆 の 自然発

生 的 な蜂 起 が起 こ り,9月4日,ナ ポ レオ ン3世 の退位 と帝 政 の廃 止 が宣言 され た。

帝政 にか わっ て共和 政 が宣 言 され,ガ ンベ ッタをは じめ とす るパ リ選 出の議員 で構

成 され る臨時 の 国防政府(Ungouveynementdelailkeerasenationale)が 誕生 した。

ナ ポ レオ ン3世 は ロ ン ドンに亡命 し,パ リ民 衆 は熱狂 的 に共和 政 の受 け入 れ を表 明

した。 とい って も,こ の段 階 での共和 政 は,ま だ国民 すべ ての承 認 を受 けた正統性

を もつ もので はなか った とい うこ とはい うまで もない。

国防政府 の首班 には トロ シュ(Trochu)将 軍が 就 き,内 相 にガ ンベ ッタ,外 相 に

フ ァー ブ ル(ノ.Favye),法 相 に ク レ ミ ュー(Cyemieux),財 務 相 に ピ カ ー ル

(Picard)ら が就 任 した。 この政府 の 目的 は,プ ロ シア の攻 撃 か ら祖 国 を防衛 す る

こ とと,パ リの騒乱 が フ ラ ンス全 十 に広 ま らず,国 内の秩序,安 定が保 てる よ うに

す る こ とにあった。 しか し,祖 国 防衛 とい って もそ の方法 は多様 で あ り,政 府 内で

もす ぐに意見 の分か れ る ところ とな った。政府全 体 と して は,速 や かに プ ロシア と

の和 平 に もち込み,一 刻 も早 く戦争 を終 了 させ た い とい う空気 が濃厚 で あ った。だ

が,ガ ンベ ッタな どは徹 底抗 戦 を主張 して譲 らなか った。国防政府 部 内 にお いて も,

考 え方 に大 きな 開 きが あ ったので あ る。

そ の よ うな中,1870年10月27日 に は,バ ゼー ヌ(Bazaine)元 帥 ひ きい る17万 の

軍 隊が メ ッスで 降伏 し,ま た,諸 外 国 の協 力 をえ よう と外 交努 力 を重 ね てい たテ ィ

エー ルの試 み も失敗 した。フラ ンスの 決定 的 な敗 北が濃 厚 な状 況 になった のであ る。

それ で も,パ リの民 衆 や急進 派 はあ くまで も徹 底抗 戦 の主張 を変 えず,か えって 国

防政府 が祖 国防衛 を疎 か に しないか を監視 す るため,パ リの各 区 に 「監視 委 員会」

を設置 した。 さ らにそ の上 に,そ の委員 の代 表 と,パ リ国民 軍各大 隊の代 表 とか ら

な る 「20区中央委 員会」 が置 か れる こ とにな った。 か くして ここに,フ ラ ンス には

国 防政府 と,「20区 中央委 員会 」 とい う二 重権 力 の状 態が 出現 す る こ とにな った の

であ る。

国防政 府 は,表 面 的 に は抗 戦 す る とい う強気 の構 え を示 して い たが,本 音 で は,

パ リ民 衆 の蜂 起 を恐 れ,し か もプ ロシア戦 での勝算 も見 込め ない ところか ら,早 く

戦 争 を終結 させ たい と思 ってい た。農民 をは じめ 国民 の多 くも,即 時停戦,和 平 を

望 んで いた。 これ に対 して,「20区 中央委 員会」 や パ リ民衆 は抗 戦 を主 張 し,そ の

よ うな熱気 にお され て,ガ ンベ ッタな ど一 部急進 共和 派 もあ くまで戦 う決意 でい た。

10月27日 の メ ッッ陥落の知 らせ に もパ リ民衆 の抗 戦意欲 は衰 えず,か えっ て和 平

反対,コ ミュー ンの選挙 を唱 えて,10月31日 にはパ リ市庁 舎 に乱入 した。 つ いに国

防政府 も,こ う した抗戦 勢力 には対 抗す る姿勢 を とるこ とにな り,即 時講和 と合 法

政 権 の樹 立 を基本 方針 と して,人 民投 票(unplebiscite)の 形 でそ の賛否 を とる こ

とに した。

1'1月3日,そ の選 挙 は行 なわ れ,国 防政府 に賛成す る者55万70票,反 対 の者6万
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2000票 で,国 防政府 は圧 倒 的多数 の支持 をえ るこ とに成 功 した。 しか も,コ ミュー

ンの選 挙 で はな く,パ リの区長 と助 役 の選挙 を実施 す る こ とによって,コ ミュー ン

選挙 にか え るこ と として,国 防政府 は満足 のい く結 果 を手 にす る こ とが で きた。 こ

こに国防政府 は,十 分 とはい えない まで も選挙 で正 当性 を確保 し,合 法 的 な行 政機

構 と して の体 裁 を整 える こ とに成功 したの であ る。但 し,先 の人民投 票 には大量 の

棄権 者 が いた こ とを忘 れて は な らな いであ ろ う(9)。 しか も,1871年1月18日 には,

ドイッ帝 国が ヴェルサ イユ宮殿 鏡 の問 で成 立声 明 を発表 す る とい う,フ ラ ンス国民

に とって は屈 辱 的な経験 をす る こ と とな った。 そ の うえ1月19日 に は,フ ラ ンス軍

4000名 の犠牲 者 を出す とい う敗 北 を きした。 ここにつ いに,休 戦 は避 け られ ない状

況 とな り,1月22日,国 防政府 は フ ァーブ ルを代 表 と して,ド イツ との休 戦交渉 を

開始 した。 フ ァ0ブ ル は,ビ スマ ル クの提 示 した苛 酷 な条件 をのみ,1月28日,休

戦協 定 に調印 した。 政府 が厳 しい条件 をの んで まで協 定 に応 じたの は,も しこの ま

ま戦 争 を続 けて敗 北 す れば,パ リの革命 的情勢 は さらに悪化 し,取 り返 しのつか な

い状 態 に なって しまう と懸念 したか らで あ る。

なお,こ の休 戦協 定 の締 結 にあ た って,ビ スマ ル ク はひ とつ の 条件 を提起 した。

そ れは,国 防政府 が急 ご しらえの臨 時政府 で あっ て,最 終 的 な和 平条約 を結 ぶ正 当

性 は もってい ない。 その ため,正 当性 を有 す る国民代 表 の機 関が必要 であ る,と い

う もの で あ っ た。 具体 的 に は,休 戦 協 定 に 「8日 間 以 内 に召 集 さ れ る 国民 議 会

(IAssembleeNationale)の みが,フ ラ ンス の名 にお いて本格 的 な和 平交 渉 を な しう

る もので あ る」 との一 文が入 れ られ たの であ る。 手続 的 には当然 の措置 で あ った と

い え よう。

そ の結果,2月8日,国 民 議会 の選挙 が行 なわれ た。 争点 は,戦 争継 続か,即 時

講和 かで あ って,こ の時点 で は,第2帝 政崩壊 後 の フ ラ ンスの政治体 制 を どうす る

か とい う ことは議 題 に な らなか った。 選挙 は,43県 が ドイツ軍 の占領下 にあ り,ド

イッが 選挙 集会 を禁止,交 通 路 は多 くが戦争 で遮 断 され る,と い う状 態 の 中で行 な

わ れた(lo)。そ の結 果,即 時無 条件 講 和 を訴 えた保 守派 が 大勝 利 し,戦 争 の遂 行 を

主張 した急 進派,過 激 派が敗 北 した。 具体 的 には,王 党 派が768議i席 中,400議i席 を

獲 得 し,共 和 派が200,帝 政派 が30,と い う内訳 で あっ た(")。

この選挙 の結果 に よ り,王 党派,帝 政派,穏 健 共和 派 が平和 と秩序 を望み,急 進

派や革 命派 が戦争 を継続 させ る とい う図式が 明 らか にな った。 さ らにい う と,パ リ

や少数 の熱狂 的愛 国主 義者 が抗 戦 を,地 方 や多数 の保守,穏 健 派が 平和 を希 望す る

とい う形態 で あ る。

新 しい 国民議会 は,2月12日,ボ ル ド0(Bordeaux)の 劇場 で 開か れたが,多 く

の議 員 が農村 部 か ら選 出 され てい た ので 「田舎 議会 」(Assembleede7螂 α微)と 渾

名 され た(12)。13日 に は,国 防政 府 を代表 して,ジ ュー ル ・フ ァー ブ ルが ボ ル ドー

に きて,政 権 を国民議 会 に委譲 した。 国民議 会 は,反 ガ ンベ ッタ派 の穏健 共和 主義

者 グ レヴ ィ(Grey)を 議 長 に選任 した あ と,テ ィエ ール をフ ラ ンス共和 国行 政長官

(chefdupouvoirexecutifdelaRepubliqueFranwise)に 任 命 し,彼 に政治 の実権 を託

した。 テ ィエ ール は フラ ンス政界 の大物 で,も とも とオ ル レア ン派 で あ ったが,こ
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の 頃 には保 守 的共和 主義 に傾斜 していた。彼 はただ ち に,反 ガ ンベ ッタ派 の穏 健共

和 派 と王党 派か らなる連合 内 閣 を組 閣 し,共 和 派 と王党 派 の双方 の妥協 をはか る形

態 を とったの であ る。

なお,国 民議 会で は王党 派が優 位 を 占めたが,で は,な ぜ 王党 派 は 自らの手で政

権 の実 を握 ろ うと しなか った のであ ろ うか。い いか え る と,議 会 は王 党派 に よって

占め られ てい なが ら,共和 政 が宣言 され たの であ る。ここに ひ とつ の矛盾 が あ った(13)。

そ の理 由は,将 来,王 政復 古 を果 た した時,も し ドイツ との講和 条約 が不利 な場 合,

そ の責任 を王党 派が 問 われ る ことにな るので はない か と懸念 し,し ば ら く共和 主 義

的 な政治体 制 を承認 してお こ うとい う計算 であ った とされ てい る。

この テ ィエ ール政権 も,あ くまで も臨 時的 な もの であ り,ド イ ッ との講和 を果 た

す ため の政権 で しか なか っ た。将来 の政 治体 制 を どうす るか,そ の審 議 は後 にす る

とい う ことを決め たのが,「 ボ ル ドー協 約」(PactedeBordeaux)で あ った(14)。す な

わち,2月19日,テ ィエ ー ルは,王 政 にす るか,共 和 政 にす るかの決 定 は,平 和 回

復 後 に行 な うとす る と し,そ の 旨を議会 に説 明 して了承 を えた。ここに,超 党派 で,

臨時的 な共和 政が しか れ るこ とにな ったが,最 終 的 な政治体 制 の決定 は,早 晩 な さ

れ なけれ ばな らない課題 となっ たので あ る。

政 治体制 の決定 の前 に解 決 すべ き最 大 の難 関が,ド イツ との講和 問題 であ っ た。

交 渉が続 け られ,2月26日,テ ィエー ル は,ド イツ との問で,仮 の 講和 条 約 を締 結

した。 それ は,①50億 フラ ンの賠償 金 の支払 い,② アルザ ス全 土 とロ レーヌ北 半分

の ドイ ツへ の割譲,③ 条約批 准 までの ドイツ軍のパ リ占領,④ 賠 償 金の支 払 いの保

証 としての ドイ ツの フ ラ ンス駐留,と い う大変 に厳 しい もの であ った。条 約 の内容

をめ ぐって,ま た も,パ リと地方,熱 狂 的愛 国主義 者 と平 和主 義者 との 間で激 しい

対 立 が起 こった。 だが,3月1日,仮u和 条約 は国民議会 で,546対107で 批准 が決

まった('5)。ここに平和 は 回復 され,テ ィエ0ル は平和 の実現 者,領 土 の解 放 者(le

liberateurduterritoire)と なったの であ る。

平和 の 回復 とと もに,テ ィエ ー ルは政府 をパ リに戻 したが,議 会 は急 進的 な空気

の強 いパ リを避 け,ヴ ェルサ イユ に置 くこ とと され た。 ところが,仮 講和 条約 の 内

容 といい,議 会 をパ リか ら遠 ざけて,い つ の 日か の王 政復 古 にそ な え よう とい う意

図 的 な措置 といい,こ とご と くパ リ民 衆 の反発 を招 くこ とに なった。 ここに,パ リ

の急 進派 や熱狂 的 な愛 国主 義者 た ちは,1871年3月28日,テ ィエ0ル 政府 と真 向 う

か ら対 決 姿 勢 を打 ち 出 す こ と に な っ た 。 い わ ゆ る 「パ リ ・コ ミュ ー ン」(la

Communede.Paris)の 宣言 であ る(ユ6)。

3.ノ マリ ・ コ ミ ュ ー ン

ティエールは,パ リの反乱を許さなかった。過去 の革命拡大 にいたる反省をふま

えて,初 期の段階において断固たる態度をとることにした。国民衛兵の俸給を廃止

し,家 賃支払いの猶予 も停止 した。こうした措置はパ リの庶民の生活を直撃 したの

である。

一33一



一方
,パ リの愛 国的市 民 も,ド イ ツ との仮 講和 条約 を屈 辱 的和 平 と し,政 府へ の

敵対 的姿 勢 を強 めた。パ リ市 民 は 自発 的 に国民 衛兵 とよばれ る武勇兵 組織 を強化 し,

そ こか ら 「国民衛 兵 中央 委員会 」 を構 成 して,抵 抗 闘争 の中核 にす えた。 こ うした

市民 の動 きに対 して,政 府 は3月15日,国 民衛 兵 の武装 解 除,「 国民 衛兵 中央委 員

会」 の解 散 を命令 して,政 府軍 に よる攻撃 を試 み た。

3月18日,政 府 軍 はモ ンマ ル トルの丘 にあ る大砲 の奪 回 をはか ったが,逆 に,国

民衛 兵や 民衆 の反撃 にあって失敗 す る とい う失 態 を演 じて しまった。 これ を機 にパ

リ民 衆 の怒 りは一気 に高 ま り,そ の勢 い にお され た政府 は,政 府 軍 とと もにヴェル

サ イユ に 遁 走す るこ とに なった。 こ こに,パ リは権力 の空 白状態 にな る と ともに,

パ リを コ ミュー ン とす る機i運が 高 ま り,3月26日,パ リ民 衆23万 人 は,コ ミュー ン

とい う 自治機 関 を選 出す る こ とに決 めた。

コ ミュー ンとは,元 来,市 町村 な どの 自治体 を指 す言葉 で あ るが,パ リ市 の場 合,

パ リが首都 の ため,自 治権 は認 め られて いなか っ た。 セ ーヌ県知事 の 直接 統 治の も

とに諮問機 関が おか れて い るだけで あ った。 したが って,そ のパ リが コ ミュー ンを

形成 す る とい うこ とは,パ リに よる中央政府 へ の反乱 で あ り,政 府 として は制 度上,

断 じて容認 す る こ とはで きなか った ので ある。

3月26日,パ リ各 区の市民 の普 通選 挙で市 会議 員が選 出 され,そ の議 員85名 に よ

って コ ミュー ンが形成 された。選 出 され た議 員 の顔ぶ れ は,小 市民 的急 進派 の ジ ャ

コバ ン主義 者が多 く,ブ ル ジ ョア共和 主義者 が それ に続 き,プ ルー ドン派,そ して

数人 の ブ ラ ンキ派 が入 っていた。 そ して,3月28日,市 庁 舎 前の広場 を埋 めつ くし

た民 衆 の前 で,「 コ ミュ ー ンの成立 」 が高 らか に宣 言 され た。 ここ にパ リで は,旧

権 力機構 は解 体 し,新 しい形 の 自治 区,パ リ ・コ ミュー ンが創 設 され る こ とにな っ

た。 しか し,そ れ は一 国 の中 に2つ の 政治体 制 を認 め ない ヴ ェルサ イユ政 府 との決

定的 な対 立 を生 む こ とにな り,そ の 闘争 は,5月 末 まで,2カ 月 間に及 ぶ こ とに な

ったので あ る。

パ リ ・コ ミュー ンは,国 家権 力 の機 関 と して宣言 され,民 衆 の代 表が,立 法,行

政,司 法 の三権 を掌握す る とい う形 を とった。民 主的 な統 治機 関 をめ ざ した ので あ

る。3月29日,コ ミュー ンは執 行 委員 会(laCommissionexecutive)を 中心 に,軍

事 ・保 安 ・財 政 ・司法 ・食糧 ・労働 工業 交換 ・公共 ・教育 ・外務 の10の 委 員会 を設

けて活 動 を開始 した。す ぐに,徴 兵制 度 を廃 止 し,家 賃 支払 い の延 期布 告令 を出 し,

外 国人の コ ミュー ン参加 を認 め た。

4月2日,コ ミュー ンの役 人 の最 高俸給 を1カ 月500フ ラ ンと し,政 教分 離 して

宗教予 算 を廃 止 した。 また,宗 教 団体所属 の財 産 は 国有財 産 に組 み入 れ る こ とに な

った。4月17日 に は,あ らゆ る種 類の負債 の償 還 を3力 年 猶予 し,負 債 は無利 息 と

す る とい う法律 が定 め られた。5月 に入 る と,労 働 賃金 の擁護 に関す る布 告が 出 さ

れ,教 育制 度 の改 革が 着手 され た。す なわ ち,無 料 の義務 教育,非 宗 教 的初等 職業

教 育,完 全教 育が打 ち出 された のであ る。 その他,官 吏 の兼 職 は禁 止 され,汚 職 は

死 刑 とされた。 この ようなパ リ ・コ ミュー ンの政 策 は,パ リの民衆,と くに労働 者

の希 望 を強 く反映 した もの であ った。
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パ リ ・コ ミュー ンは,パ リが政府 の管理 や監 督か ら自立 し,失 われてい た 自治権

を奪 還 しよ うと した 自己解 放,自 主 管理 の試み で あ った と性 格づ け られ る。 そ こに

は官僚制 も常備軍 もなか った。 市民 はすべ て 国民衛 兵 に参加 し,市 長 は じめすべ て

の官吏 は選挙 で選 出 された。 その給 与 は労 働者 と同 じで,不 正 が あった場合 は,す

ぐに罷免 された。 政治 的 自由が尊重 され,カ トリ ックの特権 は廃 止,義 務教 育 は無

償 とされ た。パ リ ・コ ミュー ンの政 策 は,い わ ゆ る社 会 主義 的 な もので は なか った。

しか し,多 分 に労 働 者 に有 利 に なる よう な施 策 が多 か った こ とは事 実 で あ る。 パ

リ ・コ ミュー ンは 「労働 者 の政府」 といわれ たが,そ れ を担 っ た人た ちに は,近 代

的 な意 味 での労働 者,す なわ ち,工 場労働 者 は一 人 もいなか っ た。 当時労働 者 とい

われ た約25万 人 は,小 親方 や職人 な ど,伝 統 的 な職業 にたず さわって いた小 ブル ジ

ヨア階層 とい って よか った。

そ う した中 でパ リ ・コ ミュ.__.ンが,政 治 的 な 自由 とと もに経済 的,社 会 的 な平等

を追 求 した こ とも事実 で あ る。民 衆 は,1848年 以 来 の民主 的,社 会的 な共和 政 を渇

仰 してい た。パ リ ・コ ミュー ンは,そ の理想 を実 現 しよう と した ひ とつの方 途で も

あ った。 人民主権 の原 理 にの っ と り,直 接民 主主 義 を志 向 した。 人民 に よる直接統

治 のモデ ル を築 こ うと したの であ る。

パ リ ・コ ミュー ンは,こ の ように フラ ンス革命 以 来の あ らゆる政治 的,社 会 的 な

理想 を体現 しよう と した試み であ ったが,し か し,そ の政 治運営 は成熟 した もの と

はい えなか った。 いた る ところで矛盾 が露 呈 した のであ る。 た とえば,国 家 中央 と

の連 繋 を断つ と してお きなが ら,フ ラ ンス銀行 や証 券取引 所 な どの資本主義 中枢 の

制 度 はその ま ま とし,む しろ国民衛 兵 の兵 十 の給 料 を支払 うのに,フ ラ ンス銀行 か

ら借 り入 れ をす る とい うあ りさ まで あ った。 また,パ リの コ ミュー ンに呼 応 して,

地 方 に もい くつか の コ ミュー ンが誕 生 したが,そ れ らの コ ミュー ンとの連繋 は と ら

なか った。 も しその時 点で,パ リ ・コ ミュー ンが地 方 の コ ミュー ンと連繋 していれ

ば,コ ミュー ンは全 国的 な規模 で の内乱 に と発展 して いたか も しれ ない。 だが,パ

リ ・コ ミュー ンはそ れ をや らなか った。 あ くまで もパ リだ けの コ ミュー ンと して孤

立 して終 って しまったので あ る。 それ に対 して,パ リ ・コ ミュー ンと対峙 す る こ と

になった テ ィエ ール は巧 妙 であ った。 コ ミュ0ン に対 して,断 固 た る態 度 を とった

が,決 して焦 る こ とは な く,着 々 と鎮 圧 の体 制 を整 えてい った。 政府 側 の兵士 は,

当初 わずか3万 しか いな い とされたが,テ ィエー ル は徹底 して軍備 の増 強 につ とめ

た。す なわち,ビ ス マル ク と交渉 して,捕 虜 になって いる フラ ンス兵 を何 回か にわ

た って返還 して もらい,パ リ攻撃 の体制 をか ため たの であ る。 ビスマル ク も,有 利

な条件 で最終 的 な講和 条約 の締結 に もち込 む こ とを望 んでい たの で,テ ィエ ールの

要 望 を聞 き,ヴ ェルサ イユ政 府 を助 ける こ とに した。

か くして準 備 の整 った政府 側 は,5月 上旬 か ら大 攻勢 をか け,と くに5月21日 か

ら28日 の 「血 の1週 間」(Semainesanglante)で,パ リ ・コ ミュー ンを壊 滅 させ た

ので あ る。死 者2万,逮 捕 者 約4万,裁 判 に よる死 刑270名,流 刑 者 は3500人 に及

んだ。 ここに,熱 烈 たる愛 国心 に燃 え,人 民 に よる 自主管 理 をはか り,平 等 主義 的

な社会 共和 政 をめ ざ したパ リ ・コ ミュー ンは,72日 間の生 命 を終 えた。 この 間,5
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月10日,テ ィエ ー ル政府 は,ド イ ツ との 間で正式 な フラ ンク フル トの講和 条約(le

tyaitedeFyancfort)を 締 結 し,戦 争 を正 式 に終 了 させ て いたの であ る。

パ リ ・コ ミュー ンの敗北 に よって,そ れ が理想 と した直接 民主 主義 や,社 会的共

和 政 の実現 は失敗 に終 った。何 よ りもフラ ンス革 命以 来た びた び試み られ たパ リに

よる政治支 配 は,そ の夢 を果 たせ なか った ので あ る。 しか し,パ リ ・コ ミュー ンが

後世 に与 えた影響 は大 きか った。 まず,そ れ は何 よ りも後 の国際 的 な社 会主義 運動

の理想 とな った。 パ リ ・コ ミュー ン自体 は,決 して近代 的 な意味 での社 会主義 運動

で はなか ったが,と くにマ ル クスが,そ れ を,「 階級 闘争 の象徴 であ り,ブ ル ジ ョ

ア に対 す る プ ロ レタリアー トの反 乱 の印 であ る(17)」,本 質 的 には労働 階級 の政府 で

あ る と評価 した こ とか ら,後 の社 会 主義 運動 の 目標 となった ので あ る。

しか し,パ リ ・コ ミュー ンが,フ ラ ンス政治 の流 れの 中で,大 きな意 味 を もった

のは,テ ィエー ル政 府が,そ れ を断固 たる態度 で粉砕 した こ との方 にあ った。す な

わち,テ ィエ0ル が社 会 共和 政 をめ ざ した コ ミュー ンを弾圧 す るこ とに よって,自

らが秩序 の維持 者 であ る こ とを誇示 したため,多 くの国民 は,共 和 政 に安心 感 を懐

くよ う に なっ た の で あ る。 パ リ ・コ ミュ0ン を乗 りこ えた テ ィエ ー ルの 態 度 が,

人 々の 心 の 中か ら,共 和 政 に対 す る不 安感 を除去 してい った とい え よ う。 じつ に,

「第3共 和 政 の形 成 は,パ リ ・コ ミュ0ン の抑 圧 を通 じて,共 和 政が社 会 防衛 の前

衛 と して の役 割 を果 た し うる こ とが 明 らか に な った結果 と して実現 した(18)」の で

あ る。

4.テ ィエ ール大統領 と政体 問題

1871年5月10日,フ ラ ンクフル ト講…和 条約 で ドイツ との戦 争 を終 着 させ,パ リ ・

コ ミュー ンを弾圧 して社 会共和 政 の危機 を乗 り切 っ たテ ィエ ー ル政府 に とって,次

の課 題 は政 治体制 の決 定 とい う問題 であ った。す な わち,王 政 にす るのか,そ れ と

も共和 政 を恒常化 させ るのか,と い う課題 であ る。そ れ は,2月19日 の 「ボル ドー

協約」 に よって約 束 して いた国家体 制 を決定 す る とい う問題 で あ り,新 た な憲法制

定 とい う問題 で もあ った。

第2帝 政 崩壊後 の政 治体制 を どうす るか とい う問題 は,当 時 の政 治 的諸党派 間 の

最大 の関心 事 であ り,各 党 派 とも,そ れぞ れ 自説 に 固執 して譲 らなか った。王 党派

は王 政 を,共 和 派 は共和 政 を,そ してボナパ ル ト派 は帝 政 を,主 張 したので あ る。

そ う した中 でテ ィエ ー ル は,も ともとはオル レア ン派 で あ ったが,自 らが行 政長

官 とな り,ま た,目 下 の時代 状況 や 国民感情 を考 え る と,保 守的 な共和 政が,国 民

をま とめるの に一番適 してい るので は ない か との考 えを強 め る ようになっ た。 と く

に,国 民 の多 くは,パ リ ・コ ミュー ンに代表 され る左 か らの社 会共和 政 には脅威 を

感 じて いる し,右 か らの王 政 に も異和 感 を もってい る。 現実 的 には,た しか に王党

派 は議 会 で は多 数派 を占めて いる。 しか し,そ れは選挙 制度 の 問題 や ドイッ との戦

争状況 下 での選挙 とい う事情 の結 果 であ り,国 民 の多 くは,社 会共和 政 で も王政復

古 で もない,い わゆ る穏 健,保 守 的 な共和 政 を求 め てい るので はない か,と い うの
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が テ ィエ0ル の読み であ り,実 感 で あ った(19)。

実 際,現 実 に生起 して い る問題 は,テ ィエー ル に,そ の実 感 を確 信へ と変 え させ

て い った。 た とえば,第1に,王 党 派 は議 会で多 数派 を形成 してい る とは いえ,現

実 にはブル ボ ン正統 王党 派 とオル レァ ン派 とは,た がい に反 目しあ ってい る。 フ ラ

ンス大革命 の時,オ ル レア ン家 の 当主 フ ィリ ップ ・エ ガ リテ(Philippeegalite)が,

フ ラ ンス 革命 を支持 して ブ ルボ ン家 の国 王ル イ16世 の処刑 に賛成投 票 した こ とは,

ブ ルボ ン家 の人 たち にオル レア ン家 に対 す る深 い恨 み を残 してい た。 ま して7月 革

命 で,そ の フ ィリ ップ ・エ ガ リテの息 子 ル イ ・フ ィ リップ(Louis-Philippe)が,ブ

ル ボ ン家 の後 を受 けて,フ ラ ンス国王 になった こ とは許せ なか った。 ブル ボ ン家 か

ら見 れ ば,オ ル レア ン家 はあ くまで も傍系 にす ぎず,ブ ルボ ン家 よ りも一段 と低 い

所 に位 置 すべ き存在 であ っ た。 ところが,オ ル レア ン家か らす れ ば,フ ラ ンス革命

を理解 しないブ ルボ ン家 は時代 遅 れの遺物 で あ り,オ ル レア ン家 こそ,フ ラ ンス革

命 の精神 に立 脚 した,い わ ば王政 と革命 を調和 させ た,フ ラ ンス の新 しい統 治者 に

ふ さわ しい存 在 であ った。

と くに争 点 にな ったのが 国旗 の問題 であ った。 ブ ルボ ン家 の シ ャル ル10世 の孫 ・

シャ ンボ ール伯(leComtedeChambord)は,自 分 はブル ボ ン朝 の初 代王 ア ン リ4

世(HenrilV)の 正 統 な血 を引 くア ン リー5世(Henriの であ る と自称 し,フ ラ

ンスの 国旗 は,ブ ルボ ン家 の 白い百合 の花 を象徴 す る 白旗 で なけれ ばな らない と固

執 した。 それ に対 して,オ ル レア ン家の ル イ ・フ ィリ ップ1世 の孫 であ るパ リ伯 ル

イ(leComtedeParis,Louis)は,フ ラ ンス革命 以後 の新 生 フ ラ ンス は三色 旗 を も

ってそ の象徴 と し,革 命 の精神 を広 く喧伝 す る こ とが肝要 で あ る と主張 した。 国旗

論 争 は両 家 と も歩 み よる こ とがで きず,そ のため両 王党 派 は,つ い に結束 で きなか

った。 その ため,王 政復 古 の機 会 を逃 して しまっ た とい って も過 言 で はなか った。

しか し,王 党派 内部 の確 執 は,テ ィエ ー ルに とって は,状 況 が彼 の志 向す る方向 に

有利 に働 くよ うに してい った ことは否 定 で きなか った。

第2に,テ ィエ ール には,平 和 の実現者 との評判 が高か った。 パ リ ・コ ミュー ン

に対 して断 固た る態 度 をとって臨 ん だ こと も,人 々が テ ィエ0ル の考 え方 に安心 感

を懐 く原因 に なった。す なわ ち,国 民 の多 くは,テ ィエ ー ルの保 守 的 な共和 政,換

言 す れば,穏 健 な中道路 線 に信頼 を寄せ る ようにな ってい たので あ る。

とい うの も,1870年7月 か ら1871年7月 まで とい う1年 の 問に,戦 争 が起 こ り,

敗 戦 を経験 し,ま た,内 乱 にまで遭遇 した フラ ンス 国民 に とっては,何 よ りも平和,

安定,秩 序 の維持 が,他 の何 もの に もか えが た い財 産 に なってい たか らであ る。そ

の ため には,保 守的 な共和 政,穏 健 な共和政 を樹 立す るこ とが,国 民の統 合 をはか

るの に最 も無難 な措置 で は ないか と考 える ように なってい たので あ る。 テ ィエ.___ル

も,そ の ような 国民 感情 を察知 して,「 共 和政 は,我 々を最 も分裂 させ ない政体 で

ある(20>」 とい う確信 を深 めて いた。 テ ィエー ル は,元 来 は王 党派 であ ったが,「 理

性 に よって共和 派 にな った(21)」ので あ る。

テ ィエ ー ルの こ う した判 断 の正 しさは,す ぐに裏付 け られ るこ とになった。 す な

わち,1871年7月 初 め の国民議 会の補 欠選挙 で,共 和 派が大勝 したの であ る。46県
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で計ll4議 席 の うち,共 和 派が99,王 党派 が12,ボ ナパ ル ト派 が3議 席 とい う結 果

であ り,人 々が共和 政 を志 向 してい る とい うこ とが 明 白に なったの であ る。

振 りか えれ ば,1870年5月 の 人民投 票 で はナ ポ レオ ン3世 が730万 票 を獲 得 して

人 々 の帝政 支持 が 明 らか に な り,1871年2月 の 国民 議 会選挙 で は王党 派が圧 勝 し,

そ して1871年7月 の補 欠選 挙 では共和 政が 支持 され た。 わず か1年 の間 に,国 民 感

情 は,帝 政か ら王政へ,そ して共和 政へ と激 し く揺 れ動 いた のであ る。これ も結 局,

人 々が そ の時 々にお いて,安 定 した政 治体 制 は何 か とい う ことを必 死 に模 索 してい

た証拠 といえ よ う。換 言す れば,政 治体 制 の安定 こそが,フ ラ ンス国民 の最 も求 め

てい た ものであ ったの であ る。

テ ィエ ー ルの政 治的体 質 は,本 来的 には王党 派 であ り,決 して革新 的 な もので は

なか った。 む しろ保 守主 義 であ る とい える。 だが,彼 は時 流 を読 む ことに長 けてお

り,第2帝 政崩壊 後 は,共 和 主 義的 な感覚 を深 めて いた。 そ こか ら,保 守 的 な穏健

共和政 の実 現 とい う考 えが強 まっ たので あ る。彼 には もはや,共 和 政 を否定 す る と ,

い う思 い は全 くな く,む しろ共和 政 こそが,フ ラ ンス を統合 す るの にふ さわ しい政

体 で あ る と確 信 して いた。

国民議 会 の王党 派 は,テ ィエ ールの この ような共和 政志 向 をただ見過 ご してい た

わけで は ない。 テ ィエ ール の動 きに歯止 め をか け よう と策謀 をめ ぐらせ た。 その ひ

とつが,1871年8月31日,テ ィエ ー ルの友 人 リ ヴェ(Rivet)が 可 決 させ た リヴ ェ

法(laloiRivet-Vitete)で あ った(22)。この法 律 は,第1条 で 「行政府 長 官 に フ ラ ン

ス共和 国大統領(letitredepresidentdela1～ ⑳%∂勿%6)と い う称 号 を授 与す る」 と

してい たが,「 憲法 の 制定権 は国民 議 会 に属 す る」 と規 定 した。 テ ィエ ール を大統

領 にはす るが,し か し,政 体 の決 定権 は テ ィエ ールで は な く,王 党 派が 多数 を占め

る国民議会 にあ る と歯止 め をか けた のであ る。

また,大 統 領 は行 政権 を掌握 し,諸 大 臣 を任 命 し,大 臣の副 署 に よって法令 の布

告 を行 な う とされ たが,大 統領 はあ くまで も国民議 会 に よって任 命 され,議 会 の委

任 者(delegue)に す ぎず,国 民 議会 に対 して 責任 を負 う もの とされ た。 そ の任 期

も,議 会 の任期 と連 動 してお り,実 質的 に は議 院 内閣制 とい って もよか った。大統

領 に比 べ て,議 会が圧 倒 的 に優位 な地位 に置か れ たので あ る。

そ れで もテ ィエ ー ル は,共 和 政以 外 の もの を望 む こ とは,す べ ての革 命 の 中で,

最 も恐 るべ き革命 を生 む こ とにな る とい って はばか らず,王 党派 との対 決姿勢 を強

め てい った。彼 は 国民 議会 の 中で も,中 央左 派 の穏 健共 和派 や 中央右 派 の オル レア

ン派 との連合 に依存 し,そ れ らを支 え る有産 ブル ジ ョア階層 の支持 をえ られ る政策

を打 ち出 した。 間接 税 を新 設 し,累 進 課税 を廃 止 し,国 債 を発 行 した。 こ うした財

政政策 に よってテ ィエ ー ルは,ド イツへ の戦争 賠償 金 の支払 い をす ませ るこ とに成

功 した。反 面,戒 厳令 を出 し,労 働 者 の ス トライキ には軍隊 を使 ってで も鎮圧 につ

とめ た。共和 主義者 な き共和 政 をめ ざすテ ィエ ール は,社 会秩 序 の偉 大 な創 造 者 を

も目標 と したので あ る。

か く して,一 時 は議 会 の 中の君 主 の よ うにふ る まった テ ィエ ール で はあ ったが,

やが て王 党派 の激 しい巻 き返 しを経験 す る こ とにな った。そ の ひ とつが1873年3月,
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ドイ ツ軍 撤退 条約 の調印 で あった。 これ に よって,ド イッ軍 は フラ ンスか らひ きあ

げ るこ とにな ったが,同 時 に,テ ィエー ルがい な くて も祖 国の 防衛 は大 丈夫 で はな

いか,テ ィエ ー ルの時 代 は終 った との宣伝 を王 党 派 か らな され たので あ る。 また,

同年4月 のパ リの補 欠選挙 で,急 進 派 の候 補が保 守 的共和 派 の候補 を破 って当選 す

る とい う事態 が起 こった。 王党派 は これ を とらえて,テ ィエ ール の とってい る中道

路 線 は,結 局,左 翼 の進 出 に対す る防波 堤 には な らない と,赤 の恐怖 を扇 動 したの

で ある。 これ に追い討 ちをか けるか の よ うに,中 産階層 を背 景 に した ガ ンベ ッタ派

の急 進共和 主 義者 は,「 真 の共和 国」(lavrairepublique)の 樹 立 を唱 えて,テ ィエ

ー ルの穏健 共和 政 を攻 撃 した。穏 健派 に加担 してい た有産 ブル ジ ョア階層 も,急 進

派 の進 出 に動揺 し,テ ィエー ル政権へ の不安 を隠せ な くなった。 同 じ く中央右 派 の

オル レア ン派 も,身 を ひるが えす か の よ うに正 統 王党 派 に接 近 す る よ うに なった。

さ らに,1873年1月,ナ ポ レオ ン3世 が死去 す る と,主 人 を失 ったボ ナパ ル ト派 は,

王 党派 に加担 す る ように なったの であ る。

か くして王党派 の巧 妙 な計 略 に よって,四 面 楚歌 とな ったテ ィエー ルは,1873年

5月24日,国 民 議会 の多 数 決 に よ り,大 統領 職 の辞任 を認 め られ る こ とにな った。

事実上 の解任 であ る。第2帝 政 の あ とを受 け,有 産 ブル ジ ョア階 層 の利益 を反映 し

て,共 和 主義者 な き共和 政 とい う,保 守 的 な共和 政 を樹 立 しよ うと したテ ィエ ール

の計 画 は,こ こにいっ たん幕 を閉 じるこ とになっ たので あ る。

5.王 党派 の巻 き返 し政 策

共和 政 の実現 とそ の定着 をはか ろ うと したテ ィエ ール に対 して,王 党派 は多 数派

連合 を形成 し,1873年5月24日,テ ィエ ール を大 統領辞任 に追 い込む こ とに成 功 し

た。 そ して,王 政実 現 に向 けて必死 の 巻 き返 し工作 を はか ったの であ る。 それ が,

道徳 的秩 序(1'Ordreynoyal)の 形 成 と,セ ブテ ナ(Septennat,7年 任期)法 の制 定

であ った。

(i)道 徳的秩序

1873年4月 のパ リの補 欠選 挙で は,す で に指 摘 した ようにr教 会勢 力 に対 抗 す る

急 進派 の候補 が,保 守 的 な共和 派 の候補 を破 って当選 した。 「赤 の恐怖 」が,我 然,

よみが えって きたの であ る。王党 派 は,こ の結果 を と りあ げて,テ ィエ ー ルの穏 健

中道 的 な共和 主 義路線 を攻 撃 した。す な わち,そ の路線 で は,社 会秩 序 を維持 で き

ない と批 判 したの で あ る。 同時 に,王 党 派 を代 表 す るオ ル レア ニス トの プ ロイ公

(Broglie)は,社 会秩 序 の 防衛(defensedel'ordresocial)を はか るため に は,道 徳

的秩序 の形 成 が必要 であ る と訴 えた。 パ リでの 革命 や騒乱 に よって,二 度 とパ リや

フ ラ ンス を不安 に陥れ て は な らない と警告 した。 そ の秩 序 防衛 の担 手 は,「 王 党派

と中央右 派(23)」で あ る とされ た。

左 の社 会共和 政 か,右 の王政復 古 かの選択 を迫 られ るこ とにな った中間 のブ ルジ
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ヨア階層 た ち も,赤 の脅 威 を恐 れ るあ ま り,プ ロイ公 の主張 に傾 く傾 向 にあ った。

国民 の軸足 が,共 和 政か ら王政 よ りに移 りつ つ あ った とい え よ う。

そ う した 中で,テ ィエ ールの あ とをうけ,第2代 大統 領 にな ったの は カ トリ ック

教 徒 であ り,王 党派 の マ クマオ ン(Macmahon)元 帥 であ っ た。 内 閣 も また,プ ロ

イ公が,オ ル レア ン派 を中心 に2名 の正統 王党 派,1名 の ボナパ ル ト派 の メ ンバ ー

を加 えて組 閣 され た。王 政復古 の体 制が整 え られ たので あ る。 マ クマ オ ンは,大 統

領 の就任 にあた って,そ の教書 の 中で,プ ロイ公 の提 唱 した道徳 的秩序 につ いて言

及 した。 それ は教 会,軍 隊,「 誠実 な人 々(土 地所有者)」 を核 と して,無 秩 序 や 革

命 を回避 す る体 制で あ る と強調 され た。と くにキ リス ト教 とい う神 の権 威 を もって,

道徳 的権威 を強化 す る こ とが謳 われ,秩 序維 持 のた めに,教 会や ロー マ教 皇庁 との

連繋 をはか る こ とが示 唆 された ので あ る。 じつ に,道 徳 的秩 序 とは,具 体 的 には,

国王 と教 会 の支持 勢力 に よる保 守 反動 的 な支 配体制 の再現 で あ る とい って も過 言で

は なかっ た。

マ クマ オ ン=プ ロイ体 制 は,道 徳 的秩序 の形 成 を理念 と して揚 げなが ら,そ の具

体化 をはか る一環 と して,共 和 派へ の圧力 を開始 した。す なわち,左 翼 の出版物 を

弾圧 し,共 和 派の公務 員 を解 任 しつ つ,市 庁 舎 か らは,共 和 政 の シ ンボ ルであ るマ

リア ンヌの像 を除去 した。 逆 に,僧 侶 の活動 には便 宜 をはか った。保守 政治 を強化

し,王 政復 活 に向 けての準備 を着 々 と進め てい った のであ る(24)。

と くに,王 政復 古 の計画 は,次 の ように構想 され た。 まず,継 嗣 の い ないブル ボ

ン家 の シャ ンボー ル伯 が ア ン リー5世 と して即位 す る。 そ の後 ,そ の後 を うけて,

オル レア ン家 のパ リ伯(leComtedePaYis)ル イ(ル イ ・フィリップの孫,petit-filsde

LouisPhilippe)が 就任 す る。 この よ うに して,ブ ルボ ン家 とオル レア ン家 は 自然 に

合併 し,王 政 を継 続 させ てい くとい う計 画で あ る。

だが,こ の構想 も,ま た して も前述 の ように,シ ャ ンボー ル伯 が三 色旗 を国旗 に

す る こ とに断 固 と して反対 したため,暗 礁 に乗 り上 げて しまった。王政 復古 は,絵

に画 い た餅 で終 った ので あ る。

そ う した中 で,業 を煮や したオ ル レア ン派 が,一 時,ル イ ・フ ィ リップの4子 オ

ーマ ー ル公(ducdeAumale)を 国王 代 理官 にす るか
,も し くはパ リ伯 ル イを摂政

にす るか,い ず れか の形 で,オ ル レア ン派単独 で王政 を復 活 させ よう と した。 しか

し,そ れ を知 った正統 王党派 は激 しく反対 し,結 局 この計 画 も,実 現 には いた らな

か った。

道徳 的秩 序 を掲 げ,王 政復古 実現 まであ と一歩 の ところ まで迫 ったが,王 党 派内

部 の,と くに国旗 問題 をめ ぐる意見 の対 立で,結 局 王党派 は まとまる こ とが で きな

か った。 そ のため,王 政 の復活 は成 就 しなか った のであ る。

(ii)セ ブテナ法

王 党派 は,国 民議会 で多 数派連 合 を形成 して いたが,ブ ルボ ン,オ ル レア ン両家

が一体化 で きないた め,王 政 の実現 は暗礁 に乗 り上 げて しまった。そ うか とい って,
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共和 諸派 と連携 して,共 和 政 を定着 させ るわ けに もいか なか った。王 政 に もで きず,

共和 政 を採 用す るわけ に もいか な い。 こ こに王党 派 は,大 きなジ レ ンマ にたた され

る ことに なったの であ る。

その結 果,と られた措 置が,1873年11月20日,国 民 議会 で可決 させ た 「セ ブテナ

法 」(laloisuyleSeptennatouloidu20novembye1873)で あ った(25>。この法律 は,

プ ロイ公 が,近 い将来 での王 政復古 は不 可能 であ る と判 断 し,せ めて王政復 古 の機

会 が くる まで は,共 和 派 には政権 を渡 す まい として考 えた もので あ った。す なわ ち,

具 体 的 に は,マ クマ オ ン元 帥 に7年 間 の行 政 権 を与 え る とい う もの で あ る(Le

ρ0%"0〃 εκ60魏がθS'60瞬6ρ0%7∫ 砂'α%S傭 〃¢α766勿Z4θMα6〃Zα加 η)。そ の間 に王 政復

古 の準 備 をはか ろう とい うわ けであ る(26)。

この法律 は,当 初 はあ くまで も一 時的 な便 法 であ り,王 政復古 までの臨時 の措 置

で あ る と意図 され た。 しか し,そ れは普通 の立 法手続 きでは改 正 されない,憲 法 的

な性 格 をもってお り,そ の ため に この法律 は,王 政 復活へ の経 過措置 どこ ろか,か

え って共和 政 の基 盤 をかた め る,間 接 的 な作 用 を果 たす こ とにな って しま ったので

あ る。

ただ この法律 には,共 和 派 の意 向 も と り入 れ られ て,30人 か ら構 成 され る,「 憲

法 起草 委員 会」(unecommissionde30membyes)を 設置 す る とい うこ とが決 め られ

て いた。 で きるだ け早 い段 階 での新 憲 法 の制 定,す なわ ち,政 治体 制 の確 定 とい う

問題 が,避 けて は通 れ ない課題 で あ る との示 唆 が な されて いた ので ある。

6.1875年 憲 法

(i)ワ ロ ン修正 案

プロ イ公 の思惑 に もかか わ らず,王 政復活 の条件 はなか なか整 わ なか った。 い な

む しろ,王 政復活 に とって は,不 利 な状況 ばか り続 いた。

第1に,王 党 両派 の溝 は深 まる ばか りで,そ れ に ともなって王 党派 の力 は どん ど

ん弱体 化 して い った。1874年5月,政 府 と共和派 が対 立す る と,正 統王 党派 が共和

派 の支持 に 回 り,プ ロイ内閣 が辞 職 す る とい う事 態が起 こった。 しか も,そ れ を機

に,オ ル レア ン派 の中か ら,中 道左 派 と組 んで議 会多 数派 を形成 しよう とす る動 き

す ら現 われ た。 国民議 会 の 中での王 党派 の基盤 は揺 ら ぎ,し か も,プ ロイ内閣 を継

いだの は,1874年5月,ボ ナパ ル ト派 の色彩 が濃 い シ ッセ0(ErnestLouisCourtot

deCissey)内 閣であ った。 帝政再 来 の機 運 す ら高 まったので あ る。

第2に,1874年 か ら75年 にか けて行 なわれ た選挙 で も,ボ ナパ ル ト派が躍 進 を示

した。1874年5月 のニ エ ヴル県の選 挙 で は,ボ ナパ ル ト派 の候補 が共和 派 の候補 を

破 って当選 した。そ の他 の選挙 で も,ボ ナパ ル ト派 は著 しい伸 張 を示 したの であ る。

これ は結局,王 党 派 は内部 分裂 で どの ような方 向 に行 くのか わか らな い,そ うか

とい って共和 政 に はまだ赤 の恐怖が つ きま とって い る。 こう した 中途 半端 な状態 に

対 して,ナ ポ レオ ン崇 拝熱 の残 って いる農村 や地方 の人 々が,帝 政へ の郷 愁 を感 じ,
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ボナパ ル ト派 を支持 した ので ある。

こ う したボ ナパ ル ト派 の台頭 に脅威 をいだい た王党派 と共和 派 は,つ い に一部連

合 せ ざるを えな くな り,た とえば,ガ ンベ ッタを中心 とす る急 進共和 派 は,そ の戦

略 を変 更 した。王 党派 の多 い国民議 会 を解 散 に追 い込 むので は な く,む しろオル レ

ァ ン派 と提携 して共和 政 自体 の強化 をはか る戦 略 にで たので あ る。また,王 党 派 も,

王党 派連 合が 困難 で,し か もボナパ ル ト派 の体 制 も認め るわ けに はいか ない とい う

ところか ら,や む な く保 守的 な共和 政 を容 認す るこ とに した。結 局,保 守 的 な共和

政 な らば,当 時の多 くの 国民感情 と して,や む をえない もの として,受 け入 れ られ

つつ あ った といえ よ う。

こ う した 中で,1875年1月30日,「 憲法起 草 委 員会」 が作 成 した 「憲法 草案」 が

国民議 会 に提 出 され た。 この段 階での 国民議会 は,共 和 派が その勢 力 を徐 々 にの ば

してお り,過 半数 に は届 か ない まで も,多 数派 を形 成す る まで になっ ていた。 した

が って,王 党 派 と共和 派 が拮抗 す る国民議 会 で は,「 憲 法草 案」 につ いて議 論 を重

ねなが ら も,政 体 の最終 的 な決 定 は もう少 し様 子 をみて は,と い う空 気が濃 厚 であ

った。

ところが,「 憲 法草 案」 に記 され てい た 「マ クマ オ ン元 帥」 とい う表記 を 「共和

国 大 統 領 」 に か え る とい う修 正 案 が,中 央 左 派 の 議屓 で 大 学教 授 で あ る ワロ ン

(Wallon)か ら提 出 され た。 そ の結 果,「 共和 国 大統 領 は,元 老 院 と代議 院が合 同

す る国 民 議 会 で選 出 され る。彼 は任 期7年 で再 選 され る(27)」 とな った の で あ る。

す なわ ち,当 時 と して は,ま だ正 式 に共和政 が確 定 してい なか った に もか かわ らず,

「共和 国太統 領」(LePresidentdelaRepublique)の 選 出方 法が具 体 的 に明示 され る

こ とにな ったので あ る。 これ は,憲 法 の中で,共 和 政 を もって正 式 の政治体 制 とす

るに謳 うに等 しか っ た。 リヴェ法 は,テ ィエ ー ル個 人 に大 統領 称号 の付 与 を決め ,

セブテ ナ法 は,マ クマ オ ン個人 の大統 領職 を7年 にす る とい うこ とを決 めたの にす

ぎなか った。 いわ ば,す べ て個 人 にかか わる 問題 と して処理 されたの であ る。

ところが,ワ ロ ン修正 案 で は,「 共和 国大統 領」 と,職 名が 正 式 に表記 され る こ

とに なっ た。 ア ン ドレ ・モ ロワ も,「 議会 が まだ原 則 を受 諾 して い ない共和 政 の大

統 領 の 選 出方 法(28)」が規 定 されて い る,と 指摘 してい る。 この案 につ い て は,賛

否 両 論 の 白熱 した 議 論 の応 酬 が あ り,最 終 的 に採 決 にか け られ た 。 そ の結 果 は,

353対352の1票 差 で可 決 され る こ とに なっ た(29)。こ こに,法 的 には じめ て,共 和

政が誕 生す るこ とになった ので ある。

共和 主 義左 派 と一 部の 中央右 派 を新 しい多 数派 とす る こ とにな った国民 議 会 は,

以後,共 和 政 体 の確 定 に必要 な諸 法律 を次 々 と制 定 して い った。 す なわ ち,「 元 老

院の組織 に関す る1875年2月24日 法 」(loidu24fevyier185relativeal'organisation

duSenat)「 公権 力 の組 織 に関す る1875年2月25日 法」(loidu25fevrier1875,relative

al'organisationdespourvoirspublics),そ して 「公 権力 の 関係 に関す る1875年7月16

日法」(10ゴconstitutionnelle4%16ブuillet1875,sup1θ εrapt)ortsdes1)ouvoiク=S」publics)で

あ る。 この 三つ の憲 法 的法律(troisloiconstitutionnelles)を 一括 して,「1875年 憲

法」(laConstitutionde.1875)と よんで いるの であ る。
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だが,法 的には共和政が確定 されることになった とはいえ,そ の体制がす ぐに実

質的にも確立する というわけには当然いかなかった。王党派 としては,王 政復古の

即時の実現が困難なため,ボ ナパ ル ト派の体制 よりも,保 守的な共和政の方が御 し

やすい という妥協策 をとらざるをえなかった。 しか し,王 政復古への意欲を放棄 し

たわけではなかった。そのため,そ の後の法規定 にも,で きる限 り王政的な性格 を

盛 り込み,ま た,憲 法改正の手続 きも,な るべ く容易 にする という措置を講 じたの

であった。

ところが,こ うした王党派の思惑 は,奇 しくも共和派にとって も受け入れ易い も

のになった。 とい うのは,当 面は台頭 して きたボナパル ト派による帝政を回避する

ため,ま た,将 来的には王政を完全 に退けて,よ り強固な共和政 を確立す るために,

憲法改正手続 に柔軟性 をもたせてお くことは必要なことであったか らである。

いずれにせ よ,1875年 憲法 は,王 党派にとって も,共 和派に とって も,そ れぞれ

が 目標 とす る最終 的な体制 という点か らい うと完全 に満足 で きる ものではなかっ

た。いわば妥協の産物であ り,折 衷的なものであったのである。

`(ii)憲 法 規 定

1875年 憲法 に盛 られ た政治体 制 は どの ような構造 と性格 を もって いたの であ ろ う

か。 そ れ を概観 してみ る こ とにす る(30)。

まず,こ の憲法 に は,こ れ まで の多 くの憲法 にみ られた 冒頭 の人権 宣言 や 国民 主

権 の原理 の 明示 はなか った。 あ る意 味 で は,そ れ らは当 然 の こ ととされ たのか,あ

るい は,す で に関係 諸法律 の中です で にのべ られ てい る と判 断 されたのか,い ず れ

にせ よ曖昧 の ま まで あった。

三権 分 立 の原理 が規 定 され,立 法 権 は元 老 院(leSenat)と 代 議 院(laChaynbye

desl)eputes)と い う二 院制 議会 に与 え られた。 代議 院 は533名,議 員 の任期 は4年

で,21才 以 上 の男子普 通選挙 制 で選 出 された。被 選挙権 は25才 以 上 であ った。元老

院 は300名,議 員 の任 期 は9年 で,被 選挙 権 は40才 以 上 とされ た。3年 毎 に3分 の

1が 改選 され たが,当 初,75名 は終 身議員 と して 国民 議会 によって選 出 された。 元

老 院議員 は,代 議 院議 員,県 会議 員,郡 会 議員,市 町村 長代 表 か ら構成 され る各 県

毎 の選挙会 に よって改選 され たの であ る。

この代 議 院 と元老 院 に よって国民 議会 が形成 され,国 民議 会 が最 高の政 治機 関 と

され た。共和 国大統 領 は,国 民 議 会 の絶対 多数 決 に よって選 出 され,任 期 は7年,

'再 選 も可 能 とされ た。 ただ し
,憲 法 改正権 は国民議会 にあ った。 両 院 は,.大 統領 と

ともに法律 の発 議権 を もち,:両 院 に よって審議i,可 決 された法律 だけが,大 統領 に

よって発 令 され た。 但 し,'予 算 案 の審議 につ いて は,代 議 院 に先 議権 が あ り,元 老

院に は,大 統領 や各 大 臣 を裁判 した り,国 家の安 全 に対す る加害 を取 り調べ た りす

る高等法 院 と しての役 割 が与 え られた。

また,各 大 臣 は両 院 に対 して政 府 の全般 的 な政 策 につ いて連 帯 して責任 を負 い,

個 人の行 為 につ いて は,個 別 に責任 を負 う とされ た。両 院 は,国 政 の全 般 的方針 を
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決定 し,時 には,不 信任投票をもって内閣を辞職 させることができたのである。

こうしたところか ら,75年 体制 は,イ ギ リスの政治体制に似 た,議 院内閣制 とし

ての性格をもっていた。そのため,大 統領は両院議員の中か ら閣僚 を任命 して内閣

を構成 し,国 政 を円滑 に進めるうえか ら,閣 僚は議i会多数派の中か ら登用 された。

当然,首 相 も議i会多数派の信任 をえている人物でない と,政 治運営 には支障 をきた

す ことが多かった。

共和国大統領は,国 民議会によって選出され,国 家元首であ り,法 律 の発議権 を

保持 した。また,元 老院 と代議 院の協讃を見た法律 を発布 し,執 行 した。その他,

行政権 の統率者 として文武官のすべてを任命 し,閣 議を統轄す るとともに,外 国と

の条約を締結 した。軍の統帥権 も保持 したのである。ただ,形 式的には諸大 臣を任

命 して内閣を組織す るとされたが,実 際は,通 常首相だけを任命 し,そ の首相が閣

僚を選考す るとい う形 になっていた。

議会中心の性格が強い政治体制ではあるが,大 統領は国家 に対する謀反罪以外は

責任を問われることはなかった。 また,議 会の政争か らも超然たる態度 をとること

がで きた。 さらに,元 老院の同意 をえて代議院を解散す ることも可能であった。た

だ大統領 は,何 をするに しても大臣の副署を必要 とされ,こ の意味では,大 統領の

もつ広汎な権限 も,大 臣会議議 長である首相によって制約 される面があった ことは

否めない。その首相 をは じめ内閣は,議 会 に責任 を負 っていたので,強 大 な権限を

もっているように思 える大統領 も,内 閣を通 して議会か ら一定の制約 を受けていた

のである。

か くして1875年 憲法 は,議 会に最終的な政治体制の決定権 を残 し,議 会中心型 に

はなっていたが,同 時に,将 来の王政復活にそなえて,可 能 な限 り大統領に も強い

権 限を与えるとい う,君 主政的な要素 も盛 り込んだ形になっていた。 これはいうま

で もな く,王 党派の強い意向を反映させ たものである。 ともあれ,こ うしたところ

か ら,1875年 憲法 は 「帝政 と革命両方のアンチ ・テーゼ としての 「隠れた君主制』

であ り,君 主なき立憲君主制」 ととらえることもで きたのである(3')。

しか し,こ の憲法体制 は,「 王政 まちの共和政憲法」 ともいわれるように,右 派

自由王党派 と共和派の妥協 の産物であった(32)ため,そ こか ら生 じる矛盾がまもな

く露呈す ることになった。 とくに,大 統領,首 相,議 会の力関係が曖昧であったの

である。

大統領 は元老院の同意をえて代議 院を解散す ることがで き,か つ,自 らの政治行

為 については議会に責任 を負 う必要がなかった。 これをみる限 り大統領の権 限は大

きい。 しか し,大 統領によって任命 される内閣は,議 会に責任 を負わなくてはな ら

なかった。 しか も,大 統領のすべての行為 には,関 係閣僚の副署が必要であった。

こうした ところか ら,大 統領は強大 な権限をもちなが らも,反 面では,議 会 の意向

を内閣 を通 して受けざるをえない面 もあったのである・そのため,果 た して大統領

の意向だけで首相 を任免で きるのか。首相 をは じめ閣僚の身分については,ど の程

度 まで議会の意思を反映せ ざるをえないのか。 こうした点が後に大 きな争点になる

のである。
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共和派 は,1875年 憲法は,議 会中心型の政治体制で,大 統領は内閣の装飾品にす

ぎない,議 会の方が大統領をはじめ とす る行政府 よりも優位の立場にあると考えた。

これに対 して王党派は,大 統領 と議会 は同等な立場 にあ り,そ のうえで大統領が時

に首相を任免 し,代 議院を解散で きるので,大 統領に強い リーダーシップをもたせ

た体制であると主張 した。

こうした大統領の権 限 と議会 の地位 をめ ぐる各党派の解釈 にはか な りの幅があ

り,結 局,こ の問題 をめ ぐる解決は,そ の時その時の国民の意思である選挙の結果

にもとつ く,各 党派間の力 関係で決めてい くしかなかったのである。

7.共 和政 の定 着

1875年 憲法 に よって,フ ラ ンス の政治体 制 は,法 的 にはそ の骨 組 みが整 っ た。 す

な わち,共 和 政が正 式 に第2帝 政以 後 の フラ ンス の政治体 制 に決 まったの で ある。

しか し,憲 法原理 と して,形 式 的 に共和 政 が決定 したか らとい って,そ れが す ぐ

に定着 したわ けでは なか った。 と くに,1875年 憲法 は,政 治 的諸党 派が あ らゆる思

惑 を もって,妥 協 の産物 として完成 させ た もの だけ に解釈 の幅 は大 き く,い つ で も

王 政 な ど,他 の政 治体制 に とって変 わ られ る可能性 が あっ た。 共和 政憲法 をたん に

理 論 と してだ けで はな く,実 態 として も定着 させ てい くため には,共 和派 が さらに

勢 力 を拡 大 す る必 要が あ った。 同時 に,政 治運営 の面 におい て も,議 会 中心 的 な運

営 の慣 行 を強力 に確 立 して いか な くて は な らなか った。 憲法解 釈 で 曖昧 な部 分 は,

現 実 の慣 行 で もって前例 をつ く り,そ れ を積 み重 ね て常 態化 させ てい くこ とが,問

題解決 の ひ とつ の方法 で あったか らであ る。

この 問題 を現 実化 したの が,「5月16日 事件 」 と,そ れ 以後 の い くつ か の 出来事

で あっ た。

1871年2月12日,ボ ル ドー一で 開か れ,そ れ以後 活動 を続 けて きた 国民議 会 は,新

憲法 と新選 挙法 に よって誕 生す る新 しい議 会 にその席 を譲 るため,1875年12月31日,

解 散 した。そ して1876年1月30日,元 老 院議員選挙,2月26日 と3月6日 に代 議i院

議員 の選挙 が それぞ れ行 なわれ た。 その結 果 は,と くに代 議 院で は共和派 が多 数 を

占め,王 党 派 は少数 勢力 に転 落 した。具 体 的 には,共 和 派が340,王 党 派 は80,ボ

ナパ ル ト派 が75議 席 であ った(33)。

ボナパ ル ト派 は,反 議会 主義 的 な運動 に走 る傾 向 を示 してお り,共 和派 に とって

は警 戒すべ き存在 で あ った。

と くに,共 和 派 に とって は,勝 利 を収 め た とはい え,ま だその実 感 を強 く享 受す

るにはい た らなか った。 とい うの も,大 統領 も元老 院 も,ま だ王党 派の手 中 にあ っ

たか らで あ る。と くに教 会勢 力 は,ロ ーマ教 皇 を後 楯 に して,王 政の復 活 を明言 し,

共和政 に挑 戦 をい どむ構 え を示 してい た。

大統領 マ クマ オ ンは,共 和 派の勢 力増 大 に もひるむ こ とな く,少 数 派 にな った と

は い え,保 守 的勢 力 のバ ック ア ップ を受 け,そ の統 治体 制 を強化 しよう と試 みた。

1876年3月9日,首 相 に は,カ トリ ック教 徒 で 自由主義 的な保守 派,す なわち 中道
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派で あ るデ ュ フ ォー ル(Dufaure)を 起 用 した。 デ ュフ ォール は,1871年 に初代 首

相 にな って以来,3度 目の登板 であ った。 しか し,80才 近 い このベ テ ラ ンの政 治家

も,大 統 領 と議会 の 間で板 ば さみ とな り,1876年12月2日,辞 任 して しまった。そ

の後任 に,マ クマ オ ンは穏 健 共和 主義者 で ある ジュー ル ・シモ ン(JulesSimon)を

首相 にす えた(34)。 これ は,プ ロ イ公 を含 むマ クマ オ ンの側 近 が,議i会 の共 和派 勢

力 を分 断す るため に,こ の際,共 和 主義者 をあ えて登用 しては どうか とマ クマ オ ン

に進言 し,彼 もそ の提 案 を採用 した結果 であ った。

しか し,こ の議会懐 柔 策 も,結 局,保 守 的 な大統領 と,共 和 的 な首 相 の問で 出版

に関す る法律 をめ ぐって対 立 し,暗 礁 に乗 り上 げ て しまった。代 議 院 は,当 時 反動

的な法律 と して考 え られ てい た 出版 に関す る法 律 の廃 止 を決 め た。 マ クマ オ ンは,

この法律 の廃止 に反対 で あ ったの で,議 会 の意 思 に屈 した首相 の責任 を追 及 した。

そ してマ クマ オ ンは,1877年5月16日,ジ ュ0ル ・シモ ンを解任 し,17日,王 党 派

の プ ロ イ公 に組 閣 を命 じた。 こう した措 置 につ い てマ クマ オ ンはい った。 「私 はお

そ ら く君(ジ ュール ・シモ ン)の ように議会 に は責任 は負 わ ないで あ ろ う。 しか し,

私 は フラ ンス に責 任 を負 って いる のだ。私 は,今 日では,今 まで以上 に フラ ンス に

か か わ ってい か な くて は な らない(35)」 と。 マ クマ オ ンは,共 和 国大統 領 は 国家 に

対 す る責任 を負 う とい う ことを強調 し,そ れ をジ ュール ・シモ ン解 任 の 口実 と して

使 った ので あ る。 この よ うに,大 統 領 が 自分 の 意 向 を くまない 首相 を即 時解 任 し,

しか も議会 を休会 させ て しまう これが 「5月16日 事件 」 であ った。

大統 領 の こ うした措 置 は,た だ ちに共和 派 の怒 りを招 い た。 同 日,共 和 派 は集会

を開いて,大 統領 の横 暴 を糾 弾 した。 これ は,行 政権 と立法権 の それ ぞれ の独 自性

を踏み に じろ うとす る クー デ タであ る と非難 したので あ る。 と くに議会 内 閣制 と共

和 政 こそが,1875年 憲 法の精神 であ る と強調 した。

そ れ に対 して,大 統領 マ クマ オ ンは,5月18日,代 議 院 に教 書 を送 って,王 党派

的 な観 点か らの1875年 憲 法 に対 す る 自分 の見解 をつ た えた(36)。そ れ に よる と,首

相 とい うのは,大 統領 であ る 自分 の意 向 を くみ,そ れ に賛成 して くれ る多数 派 を議

会 で形 成す る とい う役 目を もってい る。 しか るに,デ ュ フ ォー ル,ジ ュー ル ・シモ

ン両首相 はそ の任務 を果 た さず,そ のため に大統領 としての私 は,議 会 の急進 的 な

改革者 で あ る共和 派 に引 きず られ,満 足 の い く仕事 をす るこ とがで きなか った。大

統 領 に は,大 統領 の意 に沿 う人物 を首相 に選 ぶ権利 が あ る。 それ は,憲 法 に よって

大統領 に保 障 された権利 で あ る,と 主 張 した。新 首相 のプ ロ イ公 も 「大統 領 は独 立

の公権 力 をもつ」 とい って,「 議会権 力 の優 位性 を否 定 した」(37)。

大統 領 の教 書 に対 して,共 和派 の363人 の議 員 は,す ぐに抗 議 した。 内閣 はあ く

まで も議会 に対 して責 任 を負 うので あ るか ら,大 統 領が 国家 の最高 の意 思決 定機 関

で あ る議 会,と くに代 議 院の意思 に基 づ いた組 閣人事 を行 な うの は当然 で ある,そ

れが憲法 の精神 で ある,と 反論 した。結局,議 論 は平行 線 をた どった。

この よ うな膠着 状態 に対 して,大 統 領マ クマ オ ンは,代 議 院 の解 散 を もって 国民

の意思 を問 うこ とに し,元 老 院 に解 散 の 同意 を求め た。 元老 院 では,王 党派 が わず

か に多 数 を 占めてい たの で,大 統 領 の提 案 に 同意 が な され た。代議 院 は,内 閣 は議
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会 の信任 をえて成 立す る もの なのに,プ ロイ内閣 はそ の原則 に則 ってい ない,と の

理 由で内 閣 を不信任 した。6月25日,大 統領 は,そ れ に対 してた だちに代 議院 を解

散 したので あ る。

か くして,1877年10月14日,代 議 院選 挙 た る総 選挙 が行 なわ れた。 そ の結果 は,

また して も共和 派 の勝 利 であ った。 共和 派 は327名,王 党 派 の 議席 は208名 で あ っ

た(38)。 国民 の マ クマ オ ン大統 領 に対 す る厳 しい審 判 が 下 され たの で あ る。 だ が,

そ れ に もかか わ らず,マ クマ オ ンは ま た して も,首 相 に王党 派 の ロ シュブ エ将 軍

(GaetandeGrimaudetdeRochebouet)を 任 命 した。 これに対 して共和 派 は,猛 然 と

抗 議 を行 ない,総 選挙 の結 果 を無視 して組 閣 された 内閣 に対 して不 信任 を表 明 した。

同時 に,共 和 派 に よる内 閣を誕生 させ ない 限 り,予 算案 の審議 には一切応 じない と

断言 した。

こ こで もって,大 統領 工党 派 に残 され た道 は,大 統 領が再 び代議 院 を解 散 す るか,

も し くは,ク ー デ タを決行 して議i会を閉鎖 して しま うか,二 つ に一 つで あ った。 し

か し,こ の 問題 をめ ぐって は,王 党派 な らび に軍 隊 内部で も意見 の対 立 があ り,結

局,大 統 領 は議会 に屈服 す る こ とになっ た。1877年12月12日,マ クマ オ ンは,議 会

が支持 す る共和 派 のデ ュ フ ォー ル に組 閣 を命 じて,代 議 院 に次 の ような教 書(降 伏

文書)を 送 り,屈 服 を認 め た。

10月 の選挙 で は共和 派 に対 す る信 任 が確認 され た。 したが っ て,新 内閣 は共和 政

を守 る意思 のあ る人 を両 院か ら選 ん で組 閣す る ことにな った。代議 院 を統 治 の手段

と して解 散 す る こ とはすべ きで はな い。大統 領 は議 会 に責 任 を負 って いない し,議

会 に対 して は内 閣が連帯 責任 を,各 大 臣が個 別責任 をそれ ぞれ負 って いる。大 統領

か ら内 閣が独 立 してい る こ とは,内 閣が 議会 に対 して責任 を負 う際 の条件 であ る。

1875年 憲法 は,議i会 共和 政 を規定 してい る ことを認 め る,と 。

マ クマ オ ンの こう した見解 の発 表 に よ り,大 統領 は不 統治 で,内 閣 の罷免権 も代

議 院の解 散権 も行 使 しない こ とに なった。 ここに,1875年 憲 法の解釈 をめ ぐる論争

には終 止符 が うたれ,オ ル レア ン型議 院 内閣制 で はな く,議 会共和 政が確 立 す る こ

とに なっ た。 「5月16日 事 件」 は,フ ラ ンスが 共和 国 と して実 質 的,か つ永 続 的 に

確 立 す る画期 的事 件 となった。逆 にい う と,そ れ を境 に して王政復 古の夢 はたた れ

る ことにな ったので あ る。

もちろ ん,フ ラ ンス共和 政 の歩 み は,そ の後 も順風 満 帆 であ っ たわ けで は ない。

共和政 は い くつ もの試練 に立た され たので あ る。 その ひ とつ が,1880年 代 後半,ブ

ー ラ ンジ ェ将 軍 を支持 す る反 議 会 主 義 的 な大 衆 運 動 で あ る 「ブー ラ ンジ ェ事件 」

(AffaireBoulanger)で あ り,も うひ とつ が,1894年 か ら1906年 まで続 い た 「ドレフ

ユス事 件」(AffaiyeDyefus)で あ っ た。そ して,1892年 に発 覚 した フラ ンスのパ ナ

マ運河 会社 の疑獄 事件 であ る 「パ ナ マ事 件 」(ScandaledePanama)も,世 論 の共

和 政へ の不信 を強 め た出来事 で あった。 この ような共和 政 や民主 政 を否定 しよ うと

す る動 きを乗 りこえて,い な逆 に い う と,そ れ らを発 条(バ ネ)と す る ことに よっ

て,第3共 和 政 はその根 をさ らに強固 にお ろ してい ったの であ る。
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8.共 和政の推進勢力

第三 共和政 は,も し王党派 が,す なわち,ブ ルボ ン家 とオル レア ン家が 国旗 問題

をめ ぐって分 裂せ ず に,統 一 してい た な らば,果 た して成 立 してい たで あ ろ うか 。

すな わち,フ ラ ンス大革 命以 来の政 治体 制の変 遷過 程の法 則 と もい うべ き ものに則

って,帝 政 の次 は王政 の出現 とい う順 番 に なって いたで あ ろ うか。

この 間 に対 しては,確 か に,王 党 派が ま とまってい たな らば,王 政 にな った可 能

性 は高 い とい える。 しか し,一 歩深 く,歴 史 の潮流 の深層 と もい うべ きもの を考 え

てみ る と,た とえ王 政 に なった として も,そ の王政 とはたん 国王が玉座 に登 って る

とい うだ けで,政 治体 制 その もの は,決 して絶対 王 政 とい う ような形 には な りえ な

かった であ ろ う。 いわ ゆ る立憲 君主 政で,し か も実 質的 に は議会 の権 限が か な り強

い,議 会 共和政 的 な王政 とい う形 にな ってい た こ とが十分 予測 され る。

とい うの は,い わゆ る共和 政へ の流 れ は時代 の潮流 とな ってお り,あ の 第2帝 政

で さえ も,そ の末期 にお いて は,議 会 帝政へ と大 き く転 換 を余 儀 な くされて いた。
す つ

共和的な議会制度を採用せ ざるをえない とい うことは,時代 の趨勢だったのである。

したがって,王 党派がまとまっていれば,王 政が復活 していたか どうか という議論

は,実 質的にはあ まり意味がな く,た とえどの ような形 になったにせ よ,共 和政へ

の流れは,も はや とめ られない段階になっていた といっても過言ではない。

その裏付 けをなすのが共和派の伸張である。共和派 は,フ ランス革命以後,19世

紀を通 じてその勢力 を増長 させて きた(39)。もちろん,共 和派 とい って もその内実

は多様で,ま とまったひとつの勢力ではなかった。穏健 なものか ら急進的な もの ま

で,共 和派 は多様であ り,多 元化 していた。それに属す る社会階層 も,大 ・中のブ

ルジ ョア階層か ら中 ・小 の社会層,そ して一部農民階層 まで含 まれていた。

しか し,共 和派 の勢力は,一 様 にフランス大革命の自由,平 等,友 愛,そ して人

権の原理 を尊重 し,そ の具体化 をめざしていた。ただその方法 には少 し差があ り,

自由を重ん じる派 もいれば,社 会的平等を主張す るもの もいた。いわゆる社会共和

派である。同派 は,社 会的公正 こそが,こ れか らの政治や社会の原理でな くてはな

らない と主張 し,そ の実現 をはかろうとしたのである。

こうした多様 な共和派は,19世 紀 を通 じて一貫 して自らの信条の具体化 をめざ し

て運動を展 開した。時には,共 和派 どうしで対立することもあった。 しか し,共 和

派がその勢力 を拡大 していった理由は,つ ねに社会の新興階層,い いかえれば,そ

の時点における社会の底辺の人々に働 きかけていったことである。新興階層の政治

統合 をはかっていた といえる。王党派や保守勢力が,や やもす ると無視 し,軽 視す

る傾向にあった新興社会階層 を共和派は政治統合 の渦の中に巻 き込んでいった。政

治的発言の場 を確保 し,た んなる暴動によって しか果たせ なかった政治参加 の機会

を政治 システムの中に組みこむことによって保障 していったのである。

当時 としては,ま だ目新 しかった宣伝活動 を果敢 に展開 したのは共和派であった。

大革命の自由,平 等 などの原理を教育,啓 蒙 していったの も共和派が主流であった。
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この ような,共 和派 勢力 の たゆ ま ざる努 力 の結 果 と して,第3共 和 政 は実現 をみた

とい えるの であ る。 こ う考 え る と,共 和 主義史観 を否 定す る観 点か らの,第3共 和

政 の成立 は偶 然の賜 物 であ った とか,共 和 政 はその 時点 にお いて はや む をえ ない手

段 として採 られ たので あ る,と か い う批判 はあた らな い とい える。 いず れ も皮相 的

な ものであ る といわ ざる をえな い。 新興社 会層 た るい わゆ る民 衆 を信 頼 し,そ の力

を引 き出そ う としたの は共和 派で あ った。第3共 和 政 の成 立 はその勝 利 の賜 物 であ

った のであ る(40>。

こ うした共和政 を確 立す る流れの 中で,と くにティエールとガンベ ッタ(Gambetta)

が果 た した役 割 は軽 視 で きない。
ぬえ

テ ィエ ール は,そ の生涯 を激動 す る フラ ンス政界 の 中 にあって,鶴 の ように正体

不 明の姿 を と りなが ら送 って きた 人物 で あ る(41)。7月 革命 で はそ の指 導者 の 一人

とな り,7月 王 政で は首相 をつ とめ た。第2共 和 政 と第2帝 政下 で は保 守派 とな り,

第2帝 政崩壊 後 には,共 和 政 を回避 で きない政治体 制 と してその 定着 をはか った の

で あ る。

その生涯 にお い て一度 も共和 主義者 で は なか った テ ィエ ール は,し か し,共 和政

は,フ ラ ンス 国民 を最 も分 裂 させ ない政治体 制 であ る とい って,国 民統合 の 原理 の

具体化 と して,共 和 政の実 現 をはか って い った。 と くに,パ リ ・コ ミュー ンに対 し

て は断 固た る を とって弾圧 したが,そ れ は,フ ラ ンス国民 の 間に共和政 を安 心 で き

る体 制 と して定 着 させ る うえで大 きな役割 を果 た したの であ る。

また,ガ ンベ ッタは,急 進 共和派 の指 導 的人 物 であ り,1870年,国 防政 府 の時,

内相 に な った(42)。 しか し,普 仏 戦 争 に対 して は徹 底 抗 戦 を主 張 して,政 府 の講和

路線 との くい違 い を示 した。 だが,ガ ンベ ッタは共和 政実現 のため に,果 敢 な運 動

を展 開 した 。 と くに彼 は,1869年,「 ベ ル ヴ ィル綱領 」(prograynmedeBelleville)

を発 表 して,政 治 的民主 化 の徹 底 を主張 した。そ れ に基づ い て具体 的 に,教 会 と国

家 の分離,所 得税 の設 定,集 会や 結社 の 自由 な どを次 々 と提案 してい った。そ して,

そ れ ら民 主化 の担 い手 と して,彼 は 「新 しい社 会層 」(unecouchesocialnouvelle)

の政治へ の進 出 を期待 した。 それ は,弁 護士,医 師,公 証人 な どを中核 とす る小 ブ

ル ジ ョア層 であ り,と くに地方都 市 の 自由業 に属 して い る人 々で あっ た。 同時 に,

ガ ンベ ッタの 目は小 農民 層 に も向け られて いた。彼 は,小 ブル ジ ョア階層 の とるべ

き行動 は,小 農民 層 を共和 政の もとに結 集 す るこ とで あ る と訴 え,農 村 での活動 を

重 視 した ので ある。か くして,保 守の牙 城 とい われ,ま た,ボ ナパ ル ト派 の基 盤 と

み な され た農村 は,ガ ンベ ッ タらの努力 に よっ て,共 和 政 に傾斜 してい た。農民 層

の共和 政へ の忠誠 が なか った な らば,第3共 和 政 の 出現 は もっ と遅 れ たか も しれ な

い し,ま た,安 定性 を欠 くもの に なってい た といって も決 して過言 で はないで あ ろ

う。

第3共 和 政 の成 立 には,保 守的 な テ ィエ ール と,急 進 的 なガ ンベ ッタ とい う一 見

す る と肌 合 い の違 う二 人が,共 和政 の実 現 とい う点 で は,と もに一致 して働 い た と

い うこ とが大 きな契機 となっ てい た とい う事 実 を看 過 す る こ とはで きない。 「この

二 人の指 導 者 の政 策 の区 別 を特徴 づ け る こ とは困難(43)」 との 指摘 もあ る。 テ ィエ
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一ル は
,共 和 政 を志 向す るガ ンベ ッタの急 進的 な力 を時 には利用 し,ガ ンベ ッタも

また,テ ィエ ー ルの融和 をは か ろ う とす る方法 を時 には評価 して いた。 か くして,

共和勢 力 の 中での保 守派 と急進 派 のゆ るや か なネ ッ トワー クの形成 は,共 和 政 の実

現 に とって,強 力 な推 進母体 とな って,そ の力 を発 揮 して い ったので あ る。

9.結 語

第3共 和 政 は,1870年9月,第2帝 政 の崩壊 と,翌71年3～5月 のパ リ ・コ ミュ

ー ン とい う激動 の 中か ら誕 生 し
,1875年 憲法 で そ の骨格 を定 め た あ と,ユ877年 の

「5月16日 事 件 」 で一応 の 定着 をみ た。 そ の後 い くつ かの試 練 に遭 遇 した が,い ず

れ も超 克 し,1940年 の ヴィ シー政 権(GouveynementdeVichy)の 成 立 まで続 い た。

近代 フ ラ ンス政治 史の め ま ぐる しい政治体 制 の変遷 の 中にあ って は,70年 間 とい う,

異例 の長 さを誇 る体 制 であ った。 しか もその後,ヴ ィシ0政 府 とい う1940年 か ら44

年8月 まで の異 例 な期 間 は あ っ た が,1946年10月 には 第4共 和 政(9%α 〃'∂〃z6

-Republique)が 発足 し,12年 間,同 体 制 が続 い た。 そ して1958年10月 か らは第5共

和政(CinquiemeRepublique)と な り,そ れ は今 日まで続 い てい る。要 す る に,第

3共 和 政 以後,フ ラ ンスで は共和 政 がそ の政治体 制 と して定着 して い るので ある。

第3共 和 政 の定着 は,フ ラ ンス革 命以 後の激 しい政治体 制 の変動 に終止符 を打 ち,

共和 政 こそが,フ ラ ンス 革命 の理念 を具体化 し,政 治的諸 党派 の利益 調整 をはか り,

国民 の統合 を果 たす の に,も っ と も適 した政 治体 制 であ る と,多 くの政 治 的,社 会

的主体,と くに国民 か ら認 知 され,合 意 をえ た体 制 であ る とい え よ う。

しか も,第3共 和 政 はその70年 間 に,た とえ第2帝 政 以 来の経 済的好 況 を受 け継

いだ もの とはいえ,全 体 的 に経 済的繁 栄 の道 をた どった。鉄 道 の敷設 も大 幅 に進 み,

思想,文 学,芸 術 の面 で も,世 界 を リー ドす る著 名 な人 々が 出現 した。何 よ りもフ

ラ ンス は,第3共 和 政 の 間に,そ の海外 植民 地 を拡 大 させ る こ とに成功 した。 ア ン

ドレ ・モ ロ ワはい う。 「雄 大 な フ ラ ンス植民 地 帝 国 を作 った こ とは,第3共 和 政 の

名誉 で あ った(44)」 と。 じつ に,第3共 和 政 期 は,た ん に安 定 した共和 政体 を創 設

した とい うだ けで はな く,近 代西 欧社 会 にお け る フラ ンスの 地位 を,一 段 と高め た

時で あ った といえ よ う。

た だ,こ の期 間,政 治,経 済,社 会 的 に発展 して いたの は フ ラ ンスだ けで はな く,

イギ リス,ド イッ,イ タ リア な ど,他 の西欧諸 国 も,国 力 を充実 させ,海 外へ の植

民地 の発 展 をはか って いた。 い わ ゆ る 「帝 国主 義 の時代 」(1〃zpeyialism)で あ る。

とくに ドイ ツの脅威 は,普 仏 戦争 以来,フ ランス に とって は全 く気 をぬ くこ とので

きない もので あった。 人 口的 には,1800年 か ら1914年 までの 問 に,イ ギ リス,ド イ

ツ,イ タ リアはその 数 を大 幅 に増 や してい たの に対 して,フ ラ ンス は膨大 な移民 に

もか か わ らず2倍 に もな って いなか っ た(45)。したが っ て フラ ンスは,別 の面 で は,

もはや ヨー ロ ッパ の1割 を代 表す る国家 にす ぎなか った。 それ で も,過 去 の伝 統や

それ に基 づ く虚栄 に しば られ,背 一杯 の背伸 びを して生 きてい かな くて はな らなか

った のであ る。
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ともあれ,フ ランスが第3共 和政になって,そ の政治的体制を安定 させることに

なった とい うことは,ど のような意味をもつのであろうか。最後にその点を確認 し

ておこう。

フランス大革命の意義は,ひ とえにフランスがその国家構造の改造 をはか ったと

ころにあるといえる。国王中心の絶対王政か ら,新 しい国民共同体 を創出 しようと

したのである。そ うすることが,王 政よ りもよ り強力 な,国 民による国家体制を確

立できるとされたか らである。いわゆる国民国家 の創造である。

しか し,国 家や集団の統合には,そ の核 となるエ トスが必要であ り,フ ランス革

命 は,神 や宗教的なものにかえて,自 由,平 等,友 愛,人 権 な どの理念を新 しい国

家のエ トスの核 にす えようとした。それ らの理念の もと,国 民の糾合 をはかろうと

したのである。

しか し,そ うした国家改造の試みは簡単には進 まず,旧 王党派の巻 き返 しや新 し

い人的魅力で国家統合 をはかろ うとしたナポ レオ ン体制(ボ ナパルティズム)な ど

が生 まれた。19世 紀 のフラン政治史は,こ うした新 しい国民共同体 を,い かなる政

治体制 をもって構築す るのか ということをめ ぐっての,政 治的諸党派や社会的諸集

団の対立,抗 争の歴史であった。

その間,フ ランスの社会,経 済体制 も変化,発 展 し,新 しい社会 階層や政治主体

が陸続 と誕生 して きた。そうした多種多様な党派や勢力,そ して広 く国民一般 を糾

合 し,統 合するにはいかなる政治体制が適切 なのか。それ をめぐって,激 しい抗争

が繰 り広げ られた。それは言葉 を換 えていえば,多 くの行為主体の政治過程への参

加をはか る政治体制 をいかに構築す るか とい う問題であ り,民 主化 の進展 をはかる

問題で もあった。

その際,民 主化に ともな うガバナ ビリテ ィ(governability)の 問題が浮上 して き

た。すなわち,民 主政によって,国 民が政治意識に目覚めると,国 民一人一人の主

体的意識が強 くな り,統 治能力 はかえって落ちるとい う問題である。民主主義のジ

レンマ ともいえるが,民 主政 は国民の主体的確立 をはか りながら,な おかつ,多 様

な国民を統合 し,合意 を形成 していか なくてはな らない という課題 を背負 っている。

議会政治は,本 来,そ の主 旨に沿 って,そ れを機能 させ る制度である。だが,そ

れには,政 治 にかかわる当事者の政治的成熟性,シ ステムの精度,運 用慣行の整備

などが欠かせ ない。 フランス大革命直後の共和政は,い ずれ もこのような条件が整

っていなかったために,他 の制度に とって変わ られて しまったのである。

とくに,特 異なものは,帝 政,ボ ナパルティズムであった。それは,専 制の形 を

とりなが らも自らの体制 を大革命の理念で もって装飾 し,な によ りも政治的な決定

に時間を要 し,し か もその実行 もおぼつかない議会政治にかわって,迅 速な政治的

決断の もと,果 敢 に政策の実現 をはかっていった。 とくに,政 治課題 を事前 に先取

りしその実現 をはかってい く機動性 は,議 会政治の及ぶ ところではなかった。 しか

も,ナ ポ レオンとい うカリスマ的リーダーが,国 民各層の支持 を万遍な く集めて,

国民的統合の核 をなしていたのである。 これは,行 政権優位 の国民統合 の形態であ

った。
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第3共 和政は,こ うした行政権優位,個 人的な支配の色彩の強い政治体制を時代

遅れの もの とした。多様化 した国民各層の利益調整 をはかる ところは議会であ り,

議会 共和政 こそが,政 策決定過程 において,政 治的手続 を重視 し国民各層 を統合 し

うる政治体制であることを示 した。 とくに7月 王政か ら第2帝 政にかけ,フ ランス

の資本主義は大 きく発展 し,社 会 も多元化 した。そうした,新 たな多様性 に富む社

会 をまとめ糾合するのは,多 少政治的決定 に時間がかかって も,話 し合いにより国

民の合意 を形成する議会共和政 しかないということを,第3共 和政は誇示 しようと

したのである。ここに,フ ランス大革命が手がけた国家改造の試みは,議 会共和政

を軸 とす る国民国家の創出 という形態で完成す ることになった。 しか し,考 えてみ

れば,こ れは,フ ランス革命がその革命の過程の中で,理 想的なものとして描いた

ものに近かったといえよう。立憲君主的なものにせ よ,ジ ャコバ ン急進派的なもの

にせ よ,議 会政治が国民統合 の軸であ るとい うことを,そ れ らは示 したのである。

こう考 えてみると,フ ランスは19世 紀 とい う約1世 紀 をかけて,そ の出発点たる議

会共和政にもどった ともいえるし,その道程があま りにも遠かったことは否めない。

しか し,民 主主義 とは,多 様な政治的諸党派や社会的諸集団,そ して多 くの国民

が政治にかかわ り,活 発 な論議や政治的討議 にかかわって国民的含意を形成 してい

く政治 システムである。その間,多 くの論争や競争 を経験する。 しか し,む しろこ

のような過程 を経 ることによって民主主義は成熟 してい くものである。フランスで,

多 くの政治勢力が抗争や闘争 を繰 り返 しなが ら政治 にかかわっていった,そ の政治

的競合の経験が,フ ラ ンスの民主主義の発展 と成熟に寄与 していった といえよう。

フランス第3共 和政 は,フ ランスの政治的伝統 と,大 革命の理念 と,そ してそれ以

後の激 しい政治的変動 とい う経験 とが,す べて融合,合 成 されて完成 していった総

合的な産物なのである。それだけにそれは,し なやかな側面をもち,幾 多の試練 を

乗 り越 えた ところか らくる強 さをもっているのである。

もちろん,第3共 和政 は,議 会 中心 とはいえ,そ こには幾多の困難が待ち受けて

いた。 とくに政治的抗争 は激 しく,内 閣は平均 して1年 と続 かなかった。それに も

かかわ らず,フ ランスが国家 としての発展 に,大 きな支障 をきたさなかったのは,

官僚機構が整備 されていたか らであった。それは皮肉にも,絶 対王政やナポ レオ ン

体制が残 した遺産であった。 こう考 えて くると,第3共 和政は議会共和政 を掲げる

ことになったが,そ の中軸 をな していたのは,王 政やナポレオン帝政の伝統 を受け

つ ぐ行政官僚機構 であった。そのためにフランスは,議 会制の民主主義国家 とはい

え,反 面では,行 政権優位 の性格 を今 日で も色濃 く残 しているのである。
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